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１【提出理由】

　平成27年６月24日開催の第68期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会開催の年月日

平成27年６月24日

 

(2) 議決権の状況

議決権を有する株主数　　　31,349名

総議決権個数　　　　　　 864,561個

 

(3) 議決権行使状況

 
株主総会前日までの

議決権行使（事前行使）
株主総会当日出席
による議決権行使

議決権行使合計

 議決権行使個数 650,354個 90,020個 740,374個

 行使率 75.22％ 10.41％ 85.63％
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(4) 株主総会決議事項の内容とその結果等

株主総会
決議事項

事前行使 議決権行使結果合計
決議
結果賛成

（個）
反対
（個）

棄権
（個）

賛成
（個）

反対
（個）

棄権
（個）

賛成率
（％）

第１号議案　剰余金の処分の件（剰余金の配当、1株につき金30円）

 648,685 1,664 5 698,759 1,665 39,950 94.37 可決

第２号議案　定款一部変更の件（取締役責任免除および監査役の責任免除）

 649,648 701 5 699,722 702 39,950 94.50 可決

第３号議案　取締役８名選任の件

１．湧田節夫 639,641 10,708 5 689,644 10,780 49 98.45 可決

２．森本弘徳 639,697 10,652 5 689,767 10,657 49 98.47 可決

３．小林喜夫巳 639,707 10,642 5 689,777 10,647 49 98.47 可決

４．松村晃行 639,708 10,641 5 689,778 10,646 49 98.47 可決

５．住野耕三 648,030 2,319 5 698,100 2,324 49 99.66 可決

６．島崎憲明 640,000 10,349 5 690,070 10,354 49 98.51 可決

７．小田村初男 648,313 2,036 5 698,383 2,041 49 99.70 可決

８．高山与志子 648,288 2,061 5 698,355 2,069 49 99.69 可決

第４号議案　監査役２名選任の件

１．清原敏樹 649,648 701 5 699,722 702 49 99.89 可決

２．坂倉裕司 649,647 702 5 699,721 703 49 99.89 可決

注）1　第１号議案の可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2　第２号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席

と、その出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

3　第３号議案および第４号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主の出席と、その出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

4　「事前行使」の賛成・反対・棄権の各個数は、議決権行使書（インターネット等による行使を含む）による事

前行使の議決権の数であります。

また、「議決権行使結果合計」の賛成・反対・棄権の各個数は、議決権行使書（インターネット等による行使

を含む）による事前行使の議決権の数および当日出席した株主の議決権の数（当日出席の株主の皆様に決議事

項に対する議決権行使結果をご記入いただいた用紙を、株主総会閉会後に回収・集計したもの）の合計であり

ます。

5　議決権行使結果合計の賛成率は、「(3)議決権行使状況」の議決権行使合計の個数を分母として算出しておりま

す。

 

(5) 前記(4)の議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

該当事項はありません。

 

以　上
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